瑞浪市高齢者福祉計画等推進委員会委員募集要項
１．目的
市では、令和９年度から令和１１年度までを計画期間とする、第１０期瑞浪市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（以下「計画」という。）の策定を行います。
計画の策定にあたり、市民の皆様の意見を反映させていくために、高齢者福祉計画等推進委員会の委員を募集します。

· 瑞浪市高齢者福祉計画…老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８に基づく市町村老人福祉計画のこと

· 介護保険事業計画…介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１７条の規定に基づく市町村介護保険事業計画のこと
２．職務

　計画の立案に関する事項について審議を行います。
３．委嘱期間
　委嘱の日から計画の策定が終了するまで
（令和８年５月～令和９年３月の期間を予定しています。）

４．開催回数

　　４回程度を予定（必要に応じて回数は変更することがあります。）

　　平日の昼間の開催を原則とします。

５．報酬

　市の条例に基づき、会議出席１回につき５，０００円を支給します。

６．募集人員

　　２名（他に各団体等へ委員を依頼し、計１３名程度の委員で審議を行います。）
７．応募条件
（１）令和８年４月１日現在で市内に在住、在勤又は在学（見込み）の１８歳以上の方

（２）平日の昼間に開催する委員会に出席可能な方
（３）市税等を完納している方
· 同時期において、他の附属機関等の公募委員との兼任はできません。

８．募集期間
　　令和８年２月１３日（金）（必着）
９．応募方法

　　募集期間中に以下の書類を瑞浪市健康福祉部高齢福祉課まで提出してください。

（１）応募用紙（様式１）
（２）作文（作文用紙１、作文用紙２）※任意様式も可
次の２つのテーマついてお書きください。
① 共通テーマ「私が考える、協働のまちづくり」２５０字程度
② 個別テーマ「認知症とともに生きる社会の実現に必要なこと」６００字程度
· 提出方法については、郵送、瑞浪市役所高齢福祉課への持ち込み（平日のみ）、電子メール、いずれの方法でも結構です。

１０．その他

　　選考の結果は、後日郵送にてご連絡します。
　　応募の際、提出していただいた書類はお返しいたしませんのでご承知ください。

１１．申し込み、問合せ先

　　〒５０９－６１９５　　
瑞浪市上平町１－１

　　瑞浪市健康福祉部高齢福祉課

　　電話　：０５７２－６８－２１１７（直通）
　FAX　：０５７２－６６－１２７８
　　e-mail：kourei@city.mizunami.lg.jp
　　

